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2-2 衛生推進課（食品衛生チーム） 

 

(1) 食品安全確保対策の推進 

１ 食品営業許可指導事務 

食品の安全対策の確保と食品衛生思想の普及啓発を図るため、食品営業施設や集団

給食施設の監視指導、食品等の収去検査や食の安全教室等を実施しました。 

(1) 食品営業施設の監視指導 

ア 食品営業者に対する施設・設備基準の適正指導及び許可・登録事務 

新規許可件数： 278件 

継続許可件数：  279件 

監視延べ件数： 1,384件 

イ 食品取扱者に対する食品衛生講習会の実施 

   実施回数:48回 

   参加者数:1,885人 

ウ 食品製造（加工）施設等の重点監視指導 

■食品製造（加工）施設等の監視件数 

  施設数 監視延べ件数 

食品製造（加工）施設 25 47 

大型小売店 20 30 

大量調理施設 96 100 

計 141 177 
 
エ 食品卸売市場に対する定期的な早朝監視 

 対 象 施 設 数： 2件 

 監視延べ件数：24件 

(2) 集団給食施設の衛生確保 

ア 学校、社会福祉施設、事業所等の集団給食施設の監視指導 

イ 大量調理施設衛生管理の指導 

■集団給食施設の監視件数 

  施設数 監視延べ件数 

学校 59 52 

病院・診療所 15 17 

事業所 9 1 

その他（社会福祉施設等） 75 14 

計 158 84 
 

(3) 消費者からの相談対応（食品安全 110番） 

  相談件数：26件 

(4) 家庭における食中毒防止のための食品衛生思想の普及啓発 

   ア 食品衛生懇談会の開催 

     開催月日：平成 29年 9月 12日 

  開催場所：南相馬市 

  参 加 者：消費者代表、食品関係営業者、行政関係者 
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イ チビッコ手洗い教室の実施 

実施月日：平成 29年 8月 30日～11月 14日のうちの 6日間 

実施場所：南相馬市(3箇所)、相馬市（2箇所）、新地町（1箇所） 

内 容：保育園に出向き、園児を対象に手洗い方法や食品衛生について啓 

発を行いました。 

 

２ 食中毒発生時等の原因究明調査【所重点】 

食中毒等において、発生原因の徹底究明及び被害の拡大防止を図るため、喫食調査、

施設調査及び微生物学・生化学的検査など迅速・的確な調査を行い、原因施設等に対

して必要な措置を指導し、事故の再発防止を図りました。 

食中毒発生件数:1件 患者数：1人 原因物質：アニサキス 
 

３ 食品安全対策の強化事業【所重点】 

(1) 畜水産食品中の抗生物質等モニタリング検査事業の強化 

 生産段階での抗生物質、合成抗菌剤及び動物用医薬品の残留が懸念される食肉、

卵、牛乳、魚介類等の食品のモニタリング検査を実施することにより、違反食品等

の排除に努めるとともに、関係機関を通じて生産者の指導を行いました。  

 検査実施数：1件 

 違 反 件 数 ：0件 

(2) 食品中の残留農薬検査の強化 

残留農薬の実態把握と基準に違反した農産物の流通防止のため、県内で流通して

いる農産物の残留農薬を検査するとともに関係機関と連携して回収等の必要な措置

を実施しました。 

 検査実施数：12件 

 違 反 品 数 ： 0件 

(3) 食品添加物の適正使用に関する取締の強化 

使用頻度の高い食品添加物を含む食品を重点的に検査し、違反食品の排除に努め

るとともに、食品添加物の適正使用を指導しました。 

 検査実施数：45件 

 違 反 品 数 ： 0件 
 

４ 食品中の放射性物質対策事業【全庁重点・所重点】 

 市場等に流通する食品等の安全性を確認するため、県内農林水産物等を原材料とす

る加工食品の放射性物質検査を実施しました。 

当所では検体の確保と基準を超過した食品等の流通防止の指導を行いました。 

 検査実施数：237件 

 違 反 品 数 ： 0件 
 

 


